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議案第４７号 

   新潟市職員退職手当支給条例等の一部改正について 

 新潟市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２５年２月２２日提出  

                             新潟市長 篠田 昭 

   新潟市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例 

 （新潟市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 新潟市職員退職手当支給条例（昭和２８年新潟市条例第５４号）の一部を次のよ 

 うに改正する。 

  第１条中「地方公営企業等の労働関係に関する法律」を「同法第５７条に規定する単 

 純な労務に雇用される職員，地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。 

  第３条第１項中「日額の」を「退職の日におけるその者の俸給の日額の」に，「俸給 

 月額」」を「退職日俸給月額」」に改め，同条第２項中「第４条の２第１項」を「第４ 

 条の２第１項第４号」に，「を含む」を「及び地方公務員法第２８条第１項第１号から 

 第３号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第４条 

 の１０第４項において「自己都合等退職者」という」に，「その者が」を「自己都合等 

 退職者が」に改める。 

  第４条第１項を次のように改める。 

   １１年以上２５年未満の期間勤続した者であつて，次に掲げるものに対する退職手 

  当の基本額は，退職日俸給月額に，その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた 

  割合を乗じて得た額の合計額とする。 

  （１） 地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退職した者（同法第２８条の 

   ３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した 

   者を含む。）又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者 

  （２） その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により  
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   退職した者で規則で定めるもの 

  （３） 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として行う募集に応募して退職 

   した者 

  第４条に次の１項を加える。 

 ３ 第１項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は，次のとおりとする。 

  （１） １年以上１０年以下の期間については，１年につき１００分の１２５ 

  （２） １１年以上１５年以下の期間については，１年につき１００分の１３７．５ 

  （３） １６年以上２４年以下の期間については，１年につき１００分の２００ 

  第４条の２の見出し中「整理退職等」を「２５年以上勤続後の定年退職等」に改め， 

 同条第１項を次のように改める。 

   次に掲げる者に対する退職手当の基本額は，退職日俸給月額に，その者の勤続期間 

  の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 

  （１） ２５年以上勤続し，地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退職した 

   者（同法第２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の 

   到来により退職した者を含む。）又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した 

   者 

  （２） 地方公務員法第２８条第１項第４号の規定による免職の処分を受けて退職し 

   た者 

  （３） 組織の改廃又は公署の移転を円滑に実施することを目的とし，当該組織又は 

   公署に属する職員を対象として行う募集に応募して退職した者 

  （４） 公務上の傷病又は死亡により退職した者 

  （５） ２５年以上勤続し，その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困 

   難とする理由により退職した者で規則で定めるもの 

  （６） ２５年以上勤続し，職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として行う 

   募集に応募して退職した者 
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  第４条の２に次の１項を加える。 

 ３ 第１項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は，次のとおりとする。 

  （１） １年以上１０年以下の期間については，１年につき１００分の１５０ 

  （２） １１年以上２５年以下の期間については，１年につき１００分の１６５ 

  （３） ２６年以上３４年以下の期間については，１年につき１００分の１８０ 

  （４） ３５年以上の期間については，１年につき１００分の１０５ 

  第４条の４の表以外の部分中「第４条の２第１項」を「第４条第１項第３号及び第４ 

 条の２第１項（第１号を除く。）」に改め，「（２５年以上勤続し，法律の規定に基づ 

 く任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が市 

 長の承認を得たものを除く。）」を削り，「が２５年」を「が２０年」に，「退職の日 

 において定められているその者に係る定年から１０年を減じた」を「規則で定める」に， 

 「同項」を「第４条第１項，第４条の２第１項」に改め，同条の表第４条の２第１項の 

 項中「第４条の２第１項」を「第４条第１項及び第４条の２第１項」に，「１００分の 

 ２」を「当該年数に応じて１００分の３を超えない範囲内で規則で定める割合」に改め， 

 同表第４条の３第１項第１号の項及び第４条の３第１項第２号の項中「１００分の２」 

 を「当該年数に応じて１００分の３を超えない範囲内で規則で定める割合」に改める。 

  第４条の９の表第４条の７の項，第４条の８第１号の項及び第４条の８第２号の項中 

 「１００分の２」を「当該年数に応じて１００分の３を超えない範囲内で規則で定める 

 割合」に改める。 

  第４条の１０第４項第１号中「自己都合退職者（第３条第２項に規定する傷病又は死 

 亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。）」を 

 「自己都合等退職者」に改め，同項第２号から第５号までの規定中「自己都合退職者」 

 を「自己都合等退職者」に改める。 

  附則第２１項中「２０年以上」及び「及び傷病又は死亡によらず，その者の都合によ 

 り退職した者（第１０条第１項各号に掲げる者を含む。次項において同じ。）」を削り， 
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 「１００分の１０４」を「１００分の８７」に改め，同項に後段として次のように加え 

 る。 

   この場合において，第４条の１１第１項中「前条」とあるのは，「前条並びに附則 

第２１項」とする。 

  附則第２２項中「３６年」の次に「以上４２年以下」を加え，「者（傷病又は死亡に 

 よらず，その者の都合により退職した者を除く。）」を「もの」に，「その者の勤続期 

 間を３５年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又は第４条の３の 

 規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。 

 （新潟市給与条例の一部改正） 

第２条 新潟市給与条例（昭和３２年新潟市条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

  第３２条第１項中「及び武力攻撃災害等派遣手当」を「，武力攻撃災害等派遣手当及 

 び退職手当」に改める。 

  第３３条を第３４条とし，第３２条の次に次の１条を加える。 

  （技能労務職員の退職手当の支給制限等） 

 第３３条 技能労務職員の退職手当の支給制限等については，新潟市職員退職手当支給 

  条例（昭和２８年新潟市条例第５４号）第４章の規定の例による。 

 （新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和３８年新潟市条例第１ 

 ５号）の一部を次のように改正する。 

  附則第７項を次のように改める。 

 ７ 削除 

  附則別表第１を削る。 

 （新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和４８年新潟市条例第４ 

 ４号）の一部を次のように改正する。 
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  附則第５項中「新条例第３条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分， 

 新条例第４条若しくは第４条の２又は条例第１５号附則第８項」を「新潟市職員退職手 

 当支給条例（以下「退職手当条例」という。）第３条から第４条の２まで」に改め，「 

 ２０年以上」，「（同項の規定に該当する退職をした者にあつては，２５年未満）」及 

 び「，新条例第３条から第４条の４まで及び条例第１５号附則第４項の規定にかかわら 

 ず」を削り，「間，新条例」を「間，退職手当条例」に，「１００分の１０４」を「１ 

 ００分の８７」に改め，同項後段を削る。 

  附則第６項中「に新条例」を「に退職手当条例」に改め，「（傷病又は死亡によらず， 

 その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。）」を削り，「３ 

 ６年」の次に「以上４２年以下」を加え，「，新条例第３条第１項及び第４条の３並び 

 に条例第１５号附則第４項の規定にかかわらず」を削り，「その者の勤続期間を３５年 

 として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又は退職手当条例第４条の３ 

 の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改め，同項後段を削る。 

  附則第７項中「に新条例」を「に退職手当条例」に改め，「，新条例第４条の２から 

 第４条の４まで及び条例第１５号附則第４項の規定にかかわらず」を削り，同項後段を 

 削る。 

 （新潟市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 新潟市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例（平成１５年新潟市条例第 

 ４８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１２項中「４４年」を「４２年」に改める。 

 （新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成１８年新潟市条例第１ 

 ８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条第１項中「新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成１５ 

 年新潟市条例第４８号」を「新潟市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例（平 
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 成１５年新潟市条例第４８号」に，「退職手当の額が，新条例」を「額（当該勤続期間 

 が４３年又は４４年の者であって，傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又 

 は公務によらない傷病により退職したものにあっては，その者が旧条例第４条の２の規 

 定に該当する退職をしたものとみなし，かつ，その者の当該勤続期間を３５年として旧 

 条例附則第２１項の規定の例により計算して得られる額）にそれぞれ１００分の８７（ 

 当該勤続期間が２０年以上の者（４２年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都 

 合により退職したもの及び３７年以上４２年以下の者で公務によらない傷病により退職 

 したものを除く。）にあっては，１０４分の８７）を乗じて得た額が，新潟市職員退職 

 手当支給条例」に改め，「附則第８条の規定による改正後の」及び「附則第９条の規定 

 による改正後の」を削り，同条第２項中「第５条の４第１項」を「第６条第１項」に改 

 める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。ただし，第１条中新潟市職員退職手 

 当支給条例第３条，第４条，第４条の２（見出しを含む。），第４条の４，第４条の９

及び第４条の１０第４項の改正規定並びに附則第５項の規定は，公布の日から起算し

て１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の新潟市職員退職手当支給条例（以下この項及び附則第５ 

 項において「新条例」という。）附則第２１項（新条例附則第２３項及び第５条の規定 

 による改正後の新潟市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例附則第１２項にお 

 いてその例による場合を含む。）及び第２２項の規定の適用については，新条例附則第 

 ２１項中「１００分の８７」とあるのは，平成２５年４月１日から平成２６年３月３１ 

 日までの間においては「１００分の９８」と，同年４月１日から平成２７年３月３１日 

 までの間においては「１００分の９２」とする。 

-6-



 

３ 第４条の規定による改正後の新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則 

 第５項（同条例附則第７項においてその例による場合を含む。）及び第６項の規定の適 

 用については，同条例附則第５項中「１００分の８７」とあるのは，平成２５年４月１ 

 日から平成２６年３月３１日までの間においては「１００分の９８」と，同年４月１日 

 から平成２７年３月３１日までの間においては「１００分の９２」とする。 

４ 第６条の規定による改正後の新潟市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則 

 第２条第１項の規定の適用については，同項中「１００分の８７」とあるのは，平成２ 

 ５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間においては「１００分の９８」と，同 

 年４月１日から平成２７年３月３１日までの間においては「１００分の９２」と，「１ 

 ０４分の８７」とあるのは，平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に 

 おいては「１０４分の９８」と，同年４月１日から平成２７年３月３１日までの間にお 

 いては「１０４分の９２」とする。 

５ この条例の施行の際現に職員として在職していた者が第１条の規定による改正前の新 

 潟市職員退職手当支給条例第４条第１項に規定する２５年未満の期間勤続し，勤務公署 

 の移転によって退職した者であって任命権者が市長と協議して定めるものに該当する場 

 合（その者が新条例第４条の２第１項第３号に掲げる者に該当する場合を除き，その者 

 の勤続期間が１１年未満である場合に限る。）には，新条例第４条第１項に規定する１ 

 １年以上２５年未満の期間勤続した者であって，同項第２号に掲げるものとみなして， 

 同項の規定を適用する。 

 

-7-



 

議案第４８号 

   新潟市特別職の職員の退職手当支給条例の一部改正について 

 新潟市特別職の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

  平成２５年２月２２日提出  

                             新潟市長 篠田 昭 

   新潟市特別職の職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例 

 新潟市特別職の職員の退職手当支給条例（昭和４７年新潟市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４条第１項第１号中「１００分の６４」を「１００分の５３」に改め，同項第２号中

「１００分の４２」を「１００分の３５」に改め，同項第３号中「１００分の２６」を「

１００分の２１」に改め，同項第４号中「１００分の１７」を「１００分の１４」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第４条第１項の規定の適用については，平成２５年４月１日から平成２６年

３月３１日までの間においては同項第１号中「１００分の５３」とあるのは「１００分

の６０」と，同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３９」と，同項

第３号中「１００分の２１」とあるのは「１００分の２４」と，同項第４号中「１００

分の１４」とあるのは「１００分の１６」とし，同年４月１日から平成２７年３月３１

日までの間においては同項第１号中「１００分の５３」とあるのは「１００分の５６」

と，同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３７」と，同項第３号中

「１００分の２１」とあるのは「１００分の２３」と，同項第４号中「１００分の１４」
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とあるのは「１００分の１５」とする。 
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